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文教厚生委員会 会議録

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

日 時 令和７年１月２８日（火）

午前１０時開会、午後０時４分閉会

場 所 第２委員会室

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

１ 開 会

２ 委員長挨拶

３ 協議事項

（１）教育委員会関係

（２）保健福祉部関係

（３）こども未来部関係

（４）その他

４ 閉 会

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

出席委員（８名）

委員長 矢口 勝雄

副委員長 田中 義法

委 員 吉田 千鶴子

委 員 鈴木 一彦

委 員 勝田 達也

委 員 福田 勝夫

委 員 平岡 房子

委 員 根本 法子

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

欠席委員（なし）

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

説明のため出席した者（１１名）

保健福祉部長 羽生 元幸

社会福祉課長 坂本 英宣

高齢福祉課長 刈山 和幸
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健康増進課長 佐藤 千加子

こども未来部長 真家 達成

こども政策課長 中川 光美

教育長 入野 浩美

教育部長 加藤 史子

学務課長 塚本 耕司

学校給食センター所長 小池 政幸

生涯学習課長 矢内 良則

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

事務局職員出席者

主 幹 高橋 陽平

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

傍聴者（なし）

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

〇矢口委員長 委員会を開会いたします。本日は全員出席です。それでは、説明に入

ります。説明の順番は教育委員会、保健福祉部、こども未来部となります。まず、教

育委員会の案件について、協議を行います。資料は、文教厚生委員会、令和７年、１

月２８日開催、教育委員会をお願いいたします。早速、議案関係に入ります。土浦市

立学校給食センター管理運営事業の補正予算案について、執行部より説明願います。

〇小池学校給食センター所長 資料①の準備をお願いいたします。土浦市立学校給食

センター管理運営事業の補正予算案について、説明いたします。まず、１、補正の理

由でございます。本市では、子育て世帯への支援拡充と物価高騰に伴う経済的負担の

軽減を図るために、土浦市立小中学校及び義務教育学校に通う児童生徒の学校給食費

を令和６年度についても無償としておりますが、この度、その費用の一部に物価高騰

対応重点支援地方創生臨時交付金の活用が見込めることから、国庫交付金を増額計上

し、財源の更正を行うものでございます。２の補正予算額でございます。歳入、１６

款国庫支出金、４項国庫交付金、７目教育費国庫交付金、４節保健体育費交付金を８，

７９０万８，０００円増額いたします。金額につきましては、本市への交付限度額２

億５，８７６万８，０００円を２つの事業で割り振ったものでございます。なお、今

回は財源更正のみのため、歳出の補正はございません。土浦市立学校給食センター管
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理運営事業の補正予算案についての説明は以上となりますが、補正予算につきまして

は、このほかに人事院勧告に伴う人件費の補正がございます。こちらにつきましては、

教育委員会、保健福祉部、こども未来部ともに、本委員会において議案書に基づき各

担当課から説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。

〇矢口委員長 この件に関しまして、委員の皆様から御質問等ございますでしょうか。

（「ございません」という声あり）

〇矢口委員長 今回、この交付金の活用ができて本当に良かったなと思うところです

が、この交付金はあくまでも今年度のこの物価高騰対応重点支援を目的とした地方創

生臨時交付金であって、今回限りですよね。

〇小池学校給食センター所長 とりあえず、令和６年度ということですが、令和５年

度にも同じようにありまして、７年度以降継続かということはまた今後の話になるか

と思います。

〇吉田（千）委員 この補正予算ですけれども、どういったことに充てられるのか。

物価高騰ということですから、材料費、そういったところに使われるのかなというふ

うに考えますが、その辺が分かれば教えていただければというふうに思います。

〇小池学校給食センター所長 今回のこの臨時交付金ですが、低所得者への対応とい

うことで、この後多分、社会福祉課のほうでも同じようにあると思いますが、そのほ

かに物価高騰による生活者支援というようなことで推奨メニューというものがいく

つか国から示されておりまして、その中で学校給食費の保護者負担軽減というメニュ

ーがございます。その中で土浦市の場合は無償化ということで、保護者の負担軽減を

図っており、そこに充てるということになっております。給食費はそもそも食材費を

保護者の方に負担していただきますので、このお金がどこに当たってるかということ

になると、賄材料費の経費の一部に当たるということになります。

〇矢口委員長 ほかはよろしいですか。

（「はい」という声あり）

〇矢口委員長 つぎに、報告関係に入ります。専決処分の報告（公用車の取扱いに係

る物損事故の和解）について、執行部より説明願います。

〇塚本学務課長 サイドブックス資料②をお願いいたします。専決処分の報告、公用

車の取扱いに係る物損事故の和解について、御報告をさせていただきます。１の事故

発生の日時及び２の事故発生の場所でございますが、令和６年１２月１８日水曜日午

後３時１０分頃、水戸市笠原町の茨城県開発公社ビルで開催されましたＧＩＧＡスク

ール端末の展示会から市職員が帰庁する際、当該敷地内において発生いたしました。

４の事故の概要でございますが、展示会に参加した市職員が公用車の運転席側後方の

ドアを開けた際、隣に駐車しておりました相手方車両に接触し、車両の一部に損傷を
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与えたものでございます。資料２ページをお願いいたします。事故発生場所及び相手

方の車両損傷写真を掲載しております。損傷箇所は、写真の赤丸の部分でございます。

１ページへお戻り願います。５の和解の概要でございますが、過失割合は土浦市が１

００％であるため、市が加入している保険より相手方に対しまして車両修繕代としま

して総額７万８，４４４円を支払い、１月９日に和解となってございます。再発防止

策としまして、職員に対して改めて交通安全に対する意識付けを徹底するとともに、

公用車の運行日誌に車両前後の安全確認を表示しまして、日頃から公用車の運行時及

び運行前後の安全に対する注意喚起を行うことで、より一層の安全運転の意識向上を

図ってまいります。

〇矢口委員長 ただ今の件に関して質問等ございますか。

〇吉田（千）委員 ドアの損傷ということですが、この日は風がすごかった日ですか。

風が吹いていたために、そのドアがということでしょうか。

〇塚本学務課長 若干風はあったと報告を受けておりますが、そればかりではなくて、

職員の不注意によるということで最終的な報告を受けてございます。

〇吉田（千）委員 こういうことが起きない対策もとられてるということですので、

無事故でお願いをしたいなというふうに思います。

〇矢口委員長 ほかはいかがですか。

（「ございません」という声あり）

〇矢口委員長 つぎに、その他に入ります。補助金の廃止検討を提言された事業の対

応（ミュージックフェス土浦）について、執行部より説明願います。

〇矢内生涯学習課長 補助金の廃止検討を提言された事業（ミュージックフェス土浦）

の対応につきまして、説明させていただきます。資料の③を御覧ください。市の補助

金につきましては、これまでも全庁的な見直しが行われておりますが、今年度に開催

されました土浦市補助金等検討委員会において、ミュージックフェス土浦を含む７件

の補助金は廃止を検討との判定になったところでございます。このミュージックフェ

ス土浦につきましては、１２月議会において田中副委員長からも一般質問をいただき、

答弁をさせていただいておりますが、改めて検証の経緯や今後の対応について、説明

させていただきます。１の事業概要についてですが、ミュージックフェス土浦は土浦

市小中学校ＰＴＡ連絡協議会、いわゆる市Ｐ連の主催事業であります。平成４年度か

ら世界名曲鑑賞の集いとして開催されまして、プロの音楽家の本格的な演奏に触れ、

音楽に親しむ機会を提供しておりましたが、その後、児童生徒も参加するイベントと

して変化しまして、平成３０年度からはミュージックフェス土浦に名称が改められま

した。事業の目的や内容、実績等につきましては、記載のとおりでございまして、説

明は割愛させていただきます。つづいて、２番の事業の検証について、４行目を御覧
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ください。本市では、平成４年度以降、ミュージックフェス土浦の事業費に対しまし

て補助金を交付しておりましたが、今年度の補助金検討委員会において、発表の機会

はほかにもあり、限られた児童生徒の出演になっているなどの理由から廃止を検討と

の判定になりました。市といたしまして補助金検討のあり方を検討し、市Ｐ連との協

議を行った結果、令和６年度をもって補助金を廃止することといたしたものでござい

ます。検証の経過につきましては、９月３０日の補助金等検討委員会からの廃止を検

討との提言に基づきまして、１０月１０日にＰＴＡ連絡協議会の会長、また、ミュー

ジックフェス土浦の実行委員長等と話合いを行いました。検討委員会の判定結果を報

告をするとともに、今後の見通しや対応などについての話合いを行いました。市Ｐ連

の来年度の事業計画のためにも、補助金の有無については早めに結論を出したいとい

うところでございましたが、この１０月１０日というのはミュージックフェスの本番

を目前に控えた日であったため、細かいところまでの話合いを設けずに、開催後に役

員等に相談してから再度協議を行うことといたしました。１１月６日に協議を行った

結果、市Ｐ連の会長の方から今後の方向性として、補助金に頼らずより多くの児童生

徒が参加できて経費負担を軽減した新たな事業への転換を検討していくとの意向が

示されたところでございます。１１月２１日には、役員や各校のＰＴＡとの間で補助

金の廃止を受け入れる結論が出たところでございます。３番の今後の対応につきまし

ては、今年度をもって補助金は廃止ということといたしますが、子供たちの健やかな

成長のためにはＰＴＡが担う役割はとても大きく、ＰＴＡと行政の連携は重要であり

ますことから、市といたしましては財政的な支援には限らない形で引き続きＰＴＡの

活動を後押ししてまいりたいと考えております。なお、補助金の交付要綱につきまし

ては、今年度末をもって廃止する手続を進めてまいります。

〇矢口委員長 ただいまの件について、質問等ございますでしょうか。

〇勝田委員 元々このミュージックフェス土浦は名曲鑑賞の集いという名前でやっ

ていたと思うのですが、何度も名曲鑑賞の集いも補助金をやめるというようなことが

議題にずっと確か挙がっていた記憶があります。そこで、ミュージックフェス土浦と

いう名前に変えて、しばらく続けていたような気がするのですが、補助金の額は平成

４年度からずっとこの金額だったか分かりますか。

〇矢内生涯学習課長 補助金額ですが、当初は７０万３，０００円からスタートとな

ってまして、平成２７年度に６９万円、平成２９年度に６５万円、平成３０年度にも

この補助金検討委員会というのがありまして、その時にもやはり見直しという判定が

出て、そこから令和元年度から４５万円に予算が減りまして、今に至っているところ

でございます。

〇勝田委員 名曲鑑賞の集いで名曲を披露してくださるプロの方に対して当初の予
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算でお呼びしていたものが、私の記憶だと削減されたものですから、もうこの金額で

はプロは呼べないということで、私の時は自衛隊に頼んだり、県警の音楽隊とか、こ

れは実質的には出演料０ですから。そういったことで工夫をしながらやってきたんだ

なというのを今振り返らせていただきました。補助金の廃止に関してはＰＴＡが受け

入れてますから、それはそれで私はよろしいかなと思いますけども、このミュージッ

クフェスも平成４年からですが、補助金の額に応じてＰＴＡのほうでもかなり苦労し

ながら展開してきたということがありますので、それだけ終わりに当たって申し添え

たいなと思います。また、ＰＴＡのほうで新たな事業をお願いしてきたときには、是

非前向きに検討していただければということだけ、意見として伝えさせていただきま

す。

〇矢口委員長 ほかにいかがでしょうか。

〇田中委員 経緯と検証の結果ということでもう話は聞いているのですが、一応、市

Ｐ連としてはミュージックフェスはもう予算がつかないと言われたので、諦めたとい

うような話で聞いていまして、その次のステップに進もうと今してると思います。そ

の中で今後の対応としまして、市としてはその財政的な支援以外というのが実際にど

うなのかというところ。今はしていないのですが、市Ｐ連の役員をしていた時には先

生たちに言うと、働き方改革でそこまで協力できませんと言われてしまう。結構そう

いう流れになってきてる中で、財政的な支援をしないで、働き方改革でＰＴＡ活動に

も後押ししてもらえるのかなというところもあるのですが、その辺はどうなんでしょ

うか。あとは、私の質問の時に違う案を出させていただいて、その時の補助金を申請

されたときにはいかがですかと言った時に対して部長から出ますという答えを聞い

ているので、この今後の対応のところで財政的な支援以外って書かれてしまうと、そ

れもちょっと違うのかなというところがあるので、そこは検討していただきたいなと

いうところです。

〇矢口委員長 財政的な支援以外に後押しを継続するという部分、実際にどういう後

押しをしていくのかという質問でいいですか。

〇田中副委員長 はい。

〇矢内生涯学習課長 財政的な支援というのを明確に言うと、補助金という形になる

のかと思いますが、補助金の交付が難しい状況で、かといって、この関係が切れるも

のではもちろんないので、学校もそうなんですが、教育委員会としても何らかの支援

というのは必要だと考えております。例えばになってしまうんですが、ＰＴＡのほう

ではこのミュージックフェスだけじゃなくて、いろいろな活動をされてまして、指導

者研修会みたいなものを行っているので、あくまでも例えばの話なんですが、そうい

ったときには講師の方を呼んでいろいろな講演をやっていたりするので、そういった
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講師の方の紹介ですとか、手配ですとか、そういったお手伝いはできるのかなと思い

ますし、また、人的な支援というかですね、マンパワー、何かの需要があったときに

は私達も協力するとか、そういったことも考えられるかと思います。新たな事業を検

討している最中だと思いますので、今後につきましては、市としてどのような支援が

できるのか。ＰＴＡ連絡協議会とも話を設けながら進めてまいりたいと思っておりま

す。

〇田中副委員長 確認ですが、そうすると、先生方以外にも教育委員会として皆さん

が協力してくれるということなのでしょうか。

〇矢内生涯学習課長 あくまでも要請があった場合や相談、話合いの中で、私達とし

てどういったことができるのかということも提供しながらにはなってきてしまうと

思います。

〇田中副委員長 最後に聞きますけど、やっぱり財政的な支援以外という項目は入れ

ないとまずいですかね。

〇矢内生涯学習課長 補助金につきましては、もうこういった結果になって、新たに

事業展開を検討しているとのことで、そちらが補助に見合う事業であったり、行政と

しても支援していかなければならないという、そういった検証を行うことになると思

うのですが、そうなったときには、補助金という形で新たに出すことはありえるかと

思います。しかし、現状といたしましては、そういった事業の提案というのがまだい

ただけてない部分もありますので、こういった形で示させていただいてるところです。

〇入野教育長 私から補足で説明をさせていただきます。財政的な支援以外でという

表現がもしかしたら誤解を生じているのかなというふうに思いました。（１）に記載

したのは本補助金を廃止ということで、ミュージックフェアに関する補助金を廃止を

することに至りましたので、まだミュージックフェアは存続するというふうな前提の

下、この事業に対しては市Ｐ連が継続するならば、補助金以外での財政支援、補助金

以外での支援ということをするほかないなという考え方の下です。先の一般質問にお

答えをしたとおり、その他補助金要請をしていただけるならば、真摯にそちらの事業

での財政的な支援につきましては、検討をしていくというお答えをしたつもりであり

ます。それがお答えになるかなというふうに思っております。また、市Ｐ連に関する

私どもの向合い方について、私の考え方を一言述べさせていただきます。歴史をたど

りますと、この個別の事業の補助、財政的支援だけではなくて、運営費そのものに補

助金を出した、そういった時代もございました。いろいろな事情で今こういった事情

にありますけれども、その時と行政の考え方が大きく変わったわけではないという認

識をしております。つまりは、課長も申し上げておりますけれども、市Ｐ連と市役所

行政とは車の両輪ということで、それぞれ公的な事業目的をもって車のようにしてや
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っていきましょうと、その考え方は今後も変わらないというふうに私は思っておりま

す。こういった事情で補助金検討委員会の意見の中に限られた学校、そして、限られ

た受益者ということで、市民全体に還元してるとは言い切れないのではないかという

問題点があったことを市Ｐ連のほうにも協議をしまして、何とかそういった問題提起

をクリアできる方法はないかという相談をさせていただきましたが、なかなかそれが

クリアできないということで、市Ｐ連のほうで、この事業については新たな事業を模

索をしましょう、少し時間をいただきたいという事情でございました。私ども自身と

しては、市Ｐ連が新しい事業、もしかしたら、補助金申請もなさる見込みもあるのか

なというふうに見て、少し待っている間も時間がもったいないので、来年度から、今、

検討中でありますけれども、例えば、市の事業を一緒に活動できるであるとか、その

中で新しくまた一緒にできるということで補助金申請も認められるような、そういっ

たことをよその自治体のお手本などを探しながら相談をしていきたいと、現在そのよ

うに考えておりますので、表記の仕方がこれに特化した表現であったことがちょっと

誤解を生じたのかもしれませんが、私どもではそのように考えている次第でございま

す。

〇福田委員 今のお話の教育長の関連ですけども、こういう文化行事などいろいろな

行事があるのですが、これは是非大切にしてもらいたいと思います。いろいろ経過が

ありますけれども、教育委員会、お金の助成の点でもいろいろなやり方があると思う

のですが、私たちも文化協会や映画会など様々しておりますが、市の後援をいただく

とか、市の施設を使わさせていただくとか、いろいろな方法があると思います。そう

いう点で、この文化行事を分かってる人は分かっているのですが、あまり関係がない

人はそのぐらいの補助金はと簡単に言うかもしれませんが、是非大切にしてもらって、

是非みんなの総意で継続をしていただきたいと思います。

〇矢口委員長 回答なしでよろしいですか。

〇福田委員 はい。

〇矢口委員長 ほかはよろしいでしょうか。

（「はい」という声あり）

〇矢口委員長 以上で提出された資料の説明は、終了しました。そのほか何か執行部

からございますか。

（「ございません」という声あり）

〇矢口委員長 それでは、こちらのほうからは１件、事前にお伝えはさせていただい

たのですが、先日の文教厚生委員会の行政視察の件で少しお話をさせていただきたい

と思います。先週、天理市の方に行政視察でお伺いしまして、天理市子育て応援相談

センター「ほっとステーション」の説明をお伺いしてまいりました。土浦市でも取り
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入れることはできないかという意見が私たち８人の委員の共通した意見でありまし

た。そこで、今回お聞きしてきたことを少し委員の皆さんから執行部にお伝えして、

今後の可能性を探っていかれればなというところであります。どなたか御説明をして

いただけますか。私からしたほうがいいですか。なかなか口頭で伝えるところは難し

いのですが、予習していただけましたでしょうか。

（「はい」という声あり）

〇矢口委員長 感じたことをお伝えさせていただければと思います。学校の先生たち

の負担の部分の中で、やはり、保護者対応の部分がとても時間と精神的な部分が大き

いというのは共通認識だと思うのですが、その中での１つの解決策として、この天理

市さんで取り組まれているホットステーションの事業がとてもいいのではないかな

というところでありました。結局、各学校に臨床心理士やカウンセラー、それ以外に

も加配の方もいらっしゃると思いますが、そういった方を市の１か所に集めてそこで

対応する。対応するためには、まず保護者の皆様から、そこに連絡するというところ

を周知しないといけないわけですよね。結局、学校に電話がいってたのでは何ら変わ

らない。そこの部分もかなり力を入れてやってらっしゃる。それを今年度４月から始

めたということで、４月から始めて実際にどのぐらい保護者の方々がこちらに直接相

談をされてるんだろうと、まず疑問に思うところであるのですが、その件数が出てま

した。相談件数が昨年末の時点で１８６家庭、３８６件が御相談されたと。その中で

対応として、現場訪問、おそらく御家庭ですとか学校なのでしょうが、そちらに赴い

て対応された件数が１７４件という、数字的にもかなり実績を上げていらっしゃる。

件数の面でですね。一番印象的だったのは、やはり、こういった事業を目玉の事業で

すけど、市長の肝いりの事業なんですね。なんと、市長は毎日このメールを見ている

ということ。その保護者とのやりとりのメールを市長から直接担当者に毎日のように

連絡があるということなので、ここはもう市長のお考えだと思うのですが、いずれに

せよ私たちが感じ取ったのは、こうしてやることによって学校の負担が減るばかりで

はなくて、人的な部分の効率が非常にいいのではないかなというところも感じました。

もちろん私の説明の足りないところは、委員の皆様から補足と感じ取ったことを是非

お伝えいただければと思います。

〇吉田（千）委員 約２０名体制でこの「ほっとステーション」、臨床心理士さん等々、

また、定年退職された方、その方たち２名で今回は説明を受けたのですが、まだ事業

としては１年目ということなんですね。その中ですごい心を砕いてできるという、学

校にではなくて、直接ここにお電話をということで、父兄のほうで何で学校に電話し

ちゃいけないんだっていう、そういうこともあるのだけれども、いろいろお話を聞き

ながら丁寧に対応することで、そうかという、そういう流れもあると。大事なのは、
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子供真ん中社会とうたわれている。その中において、子供をいかにすくすくと安心、

安全で、いろいろな多様性に富んでいるお子さんたちがいますので、そこの対応の専

門的な知識というのもこの方々たちは常に前に進めているということ、そして、学校

の先生に直接そういうことも伝えていく役目も果たしているという、そこがまたすば

らしいなというふうに思いました。どんなことに苦労されてますかと質問させていた

だいたところ、日々様々なことが起きるので大変苦労していますが、その先生方、そ

こにいる２０名の方が、例えば、学校の朝の声掛け、皆さんおはようございますと学

校の先生がやってらっしゃるのですが、そういうところにも出向く。そうすると、心

と心がつながるようなアプローチをしながら、このホットステーションで様々な対応

をしてるというところがすばらしいなというふうに感じましたし、時間は９時から５

時まで対応ということで、それ以外は原則受け付けないという対応の仕方でやってい

るというところも、その方々が時には何かあるかもしれませんけれども、そういう対

応をしているということで、非常に先進的、そして、子供を真ん中にしながら、それ

ぞれに関わる人たちが前向きにやっている良い事例だなと思いますので、見ていただ

きながら、本市としても様々な角度から検討していただければ有り難いと思った次第

でございます。

〇福田委員 私もこれに参加してとっても良かったです。土浦でもポプラ広場、いろ

いろ努力されてます。吉田委員からお話がありましたが、臨床心理士や保育園の園長

を経験した方がいるのです。それから、不登校や引きこもり、言ってみれば総合的に

各学校ごとの相談ではなくて、ここのセンターに全てお任せするというシステムを作

っています。これは市長さんの意思が相当強いと思うのですが、是非、教育委員会の

関係者の皆さんにも見てきてもらいたいなと思いました。すぐ取り入れられることは

取り入れてもらいたい。そういうふうに感じました。

〇根本委員 私もここに参加して、今言われたように臨床心理士さんや保育士、元校

長先生など、教育に関わった方たちがいらっしゃって、とても感じたのは、その子供

たちが問題を起こしたり、親御さんがクレームを言ってきたりの背景には、見てみた

だけでは分からないこと、お母さんたちにもいろいろな悩みがあったり、子供たちも

そうなってしまう理由があること。そういうことを専門家の方たちとみんなが協力し

合って、話し合いをしたり、じっくり話を聞く。根本的な見えないところを時間は掛

かるかもしれませんが、丁寧に接しているところにとても感銘を受けました。本当に

簡単なことではないと思いますが、そういったことをしていくことで、子供たちが楽

しく学校生活ができたり、お母さんたちも安心して預けられる。そういったことがで

きるのではないかなと思いました。簡単なことではないと思いますが、そういったこ

とを考えていただければ有り難いと思いました。
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〇勝田委員 いろいろ出たので、感じたことを一点だけ。専門チームが数をこなしま

すので、おっしゃっていたのは、自分たちもスキルアップしてるとおっしゃっていま

した。スキルアップをするということは、多分、相談をされる保護者の方にとっても

解決が早いというか納得できる。解決をするのに多分役立つと思います。ですから、

現場の負担軽減もありますが、これは一番だと思いますが、もう１つ。相談者から見

ても納得ができる相談ができたなというふうに、スキルアップするというのはそうい

うことだと思っています。相談者の意見は聞いていないのですが。つながると思いま

すので、是非検討いただけると有り難いと思いますし、予算もあるとは思いますが、

是非、教育委員会の方も視察に行かれてはいかがでしょうか。

〇鈴木委員 天理市は確かに立派だと思いました。ただ、土浦市が全然駄目かという

とそうではなくて、体系化してるかどうかの違い。土浦もほぼ同じことはやっている

と思いますが、窓口を一本化したかどうかということが大きな違い。各学校ごとに対

応してるから、現場のおそらく生徒指導の先生と教頭先生にその仕事が最終的には集

中してしまっている。それが１つの学校ではなくて、市内全部の学校を一括して担当

部署を作りましたと。なので、本市においても宍塚小学校の機能を強化して、そこに

それなりの人間を配置すれば、同じことをやろうとすれば、さほど手間隙が掛からな

いでできるのかなと。あと、各学校に配置している先生たちを１か所にまとめること

によって、効率化が図れるというのが天理なのかなと。最前線で対応している先生た

ちの経歴、説明を受けながら、別に個人的に聞いたのですが、土浦でいえば、指導課

長を経験し、校長先生を終えて退職された人たちが再任用の形で働いてる方が２人、

１人は県教委出身で、１人は市出身のお２人がメインになっています。また、幼稚園

の園長先生クラスの方がいたり、臨床心理士の方がいます。土浦でどうかというと、

そういう問題になってきたときには、教育委員会の中よりはおそらく、こども未来に

いる臨床心理の方に手を借りたりして、所属をまたがってしまうところが土浦で言え

ば欠点になるのか。利点になるのか分かりませんが。天理市と異なっているところで

す。それを１つの建物の中に集めて、相談窓口もそこに一本化して、学校現場の負担

を軽減してるっというところを私たちは評価して帰ってきたのですが、まだ１年経っ

てないんです。１年、２年経過して、天理市がやってるところの弊害も出てくる可能

性もあります。スタートしたところで、市長が東大出て官僚出身で、いろいろなパイ

プを持ってる市長さんのようなので、自分でも直接一人一人の子供たちの情報をメー

ルを通して見て確認作業を行ってるという、そういったところは確かにすばらしい。

ただ、市長が代わったときどうなのか。例えば、和歌山図書館も見てきましたが、始

めは武雄の図書館だったわけですよ。ただ、武雄で市長が代わった後の武雄というの

は、まだ私たちは見ていません。素晴らしいということで、各行政が武雄市の図書館
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を見に行きました。ただ、それを導入した市長がいなくなって、現在どういう状況な

のかということを私たちは見に行ったほうがいいのですが、行政の組織だから、誰々

がいなくなったからできなくなったのでは駄目なんです。土浦なりの今あるものをう

まく生かして、旧宍塚小学校などを拠点にして、そういうものを作り上げることがで

きれば、そんなに今全然やっていないわけではないですから。今やっていることを少

し工夫することによって、これは案外簡単にできるのではないかなという感想を持っ

て私は帰ってきました。一番は見てくるのがいいのですが、ホームページにかなり詳

しく書いてありますので、その辺から入っていただいて、研究していただければいい

かなというのが私の感想です。

〇田中副委員長 私も皆さんと同じ意見ですが、実際にクレーム対応のプロのグルー

プができているという形です。学校１つ１つの対応ではなくて、そこが一括集中して

やってくれてる。だから、一番いいのは電話番号を変えるのではなくて、学校に電話

してその部署に転送できればいいのかなと思いました。やはり、親が学校、先生に何

か言いたい。それを聞いてあげる人がいればいいのかなと。それが各学校ごとだと大

変になってしまうので、その専門部署も土浦も作ればいいのかなと思っておりますの

で、御検討お願いします。

〇平岡委員 私もこれはすばらしい取組だなということは思いました。先だっても教

育長から土浦市は学校支援のために二百七十数名、各学校に配置しているというお話

をいただいて、本当にすばらしい取組を土浦市はずっと以前からやってらっしゃった

んです。ただ、取組方が皆さんおっしゃったように、多分、学校単位での取組が主だ

ったので、そこに派遣されたカウンセラーや加配の職員たちは結構きつかったんじゃ

なかろうかというふうに思います。なかなか教員同士でも相談できないということが

現として実あります。そのような中から孤立してしまうという問題がありますので、

せっかくたくさんの予算を掛けて配置してくださっているのであれば、それを効率的

に皆さんに働いていただくのにはどうしたらいいかとなったら、センターを作るとい

うこと。先ほどから出てますように、天理市は人口６万で教職員の数が３００だそう

です。小学校が９校で、中学校４校で３００だそうです。ですので、人数としては２

０人の職員の配置なのですが、土浦市ですとその倍以上ですから。４０人まではいら

ないにしても３０人ぐらいの職員は必要になってくるのかなと思います。今、各学校

に加配してくださっている職員の１割の人数なので、この事業ができるのではないか

と思います。このセンター方式にした利点というと、臨床心理士さんやカウンセラー、

スクールロイヤーも含めて、それぞれの事例を話し合うことで、先ほども勝田議員か

らありましたが、技術が非常に向上してくるというメリットがあります。多分、学校

ごとにいては、とっても辛いんじゃないかなと。派遣されてる人たちもつらいのでは



13

ないかというのがありますので、できればセンター方式で情報交換をしながら、お互

いの技術を磨いていくという形で、より良く学校に対応していけるのではないかと思

います。保護者にとってみては我が子が一番です。世界中で自分の子供が一番ですか

ら、何としても自分の子供に対しての対応、あるいはその自分に対しての対応が納得

できなければ、夜中でも電話をかけてくるということがありますので、それで精神を

やられてしまって退職してしまう教員もいますので、天理市のように９時から５時ま

でというふうに時間設けて、その中できっちり対応し、しっかり親御さんにも向き合

っていただくということにより、子供の成長に大きく寄与していけるのではないかと

思います。予算のことを言うと怒られてしまいますが、その二百七十数名を三十数名

プラス補助員などそういう形で絞っていくと、予算的にもまた違うのではないかとも

思いましたし、何よりその学校に対して、それから、その支援で入っている皆さんに

対しても、双方にメリットがあると思います。本当に実験的でもいいので、取り組ん

でみる価値はあるなということを思いました。センターとしてはポプラ広場を活用し

ていただくということで、是非学校の現場のため、そして、支援で入っている皆さん

のためにも一歩前に踏み出していただけると嬉しいなというふうに思いました。

〇矢口委員長 委員全員からそれぞれお伝えさせていただいたところですが、執行部

から何かありますか。この件に関して。

〇加藤教育部長 貴重な御意見ありがとうございました。こども未来部の話も出たの

で、その辺も含めて現状をお話しさせていただきます。こども未来部ができた時に、

まずは子供の総合相談ということで、窓口一本化ということで、保健センターの保健

師を子供の部署に入れたというのは、このほっとステーションと同じように、専門職

が速やかにワンストップで相談ができる窓口をということでした。今はこども家庭セ

ンターということで、こども未来部にあります。そこには保健師や、社会福祉士、家

庭児童相談員という専門職を入れています。こども家庭庁ができて、それが妊娠前か

ら就学前の子供ということなので、１８歳以上も子供という取扱で、こども家庭庁は

話をしていますが、包括的に相談を受けるという状況になってます。また、土浦では

教育委員会のほうに現状、学校の校長先生や教務主任の先生が何か問題が起きたとき

には５時過ぎや、６時、朝は７時半など、そういった形で相談を受け、校長、教頭だ

けではなく指導課の職員である指導主事や指導課長が行って、共に対応策を考えなが

ら対応しているという現状があり、それは個々の学校で対応しているのは現状でござ

います。多様な問題が相談が多く、時には法律的なこと、医学的なことも相談しなく

てはいけないので、それについては弁護士や医者、精神科の先生にも相談をしながら

対応しているというのが今の現状でございます。国ではやはり、そういう様々で多様

な相談のために専門職として配置し、問題解決をするための制度を作りましょうとい
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うことで、令和７年度予算にモデル事業として学校の校長先生のＯＢを雇って相談を

受けるという体制も国でも考えている状況です。なので、本市でもそういうことをし

ていかなければならない現状にあるということは重々分かっていまして、今は教育委

員会内でも指導課を中心に検討しているところでございます。

〇入野教育長 私からも端的に述べさせていただきたいと思います。各委員から御要

望といいますか、御提言をいただいたいうということで認識をしております。天理市

の対応の状況につきましては、従前大きく報道されたような記憶がございます。その

際に指導課とも相談して、しっかりこういった事情については天理市だけではなくて

全国、土浦市は元より皆同じ状況なので、この成果をしっかりと、あるいはもしかし

たら課題もあるかもしれない。始まったばかりだと。しっかりリサーチをしなさいと

いう指示をしました。各委員は実地で調査をなされたというお話を聞いて、更に事情

がよく分かったわけですが、指導課の職員も課長を中心に検討をしているところでご

ざいます。いろいろな情報がまだ私のところにも上がってきておりますが、更に先ほ

どお話があったように、実地に視察に行くことも含めて検討を進めていきたいと思い

ます。先ほど吉田委員からも平岡委員からもございました。今現在は二百七十数名の

外部人材をそれぞれ入れておりますが、成果も上がれば課題もなかなかうまくいかな

いというのも実情でございます。どうしたらいいかなというふうにいろいろ考えてお

ったところで、こういった情報があることも含めて、実はこのお話を御提言をいただ

く前に、まだ予算折衝中でありますので、向き合う体制を新たに構築を検討してると

ころでございます。保護者の方々のニーズに速やかに対応できるような、時間が掛か

らないような、そういった御要望、御意見、個人的な悩み、そういったことにワンス

トップで対応できるようなことは、これまでの学校の体制では対応しきれないのかな

ということは痛感をしているところでございます。是非こういった施設の成果も含め

て私どももしっかりと取り組み、近いうちに体制を構築し、皆様方から御意見を頂戴

したいとそのように思っているところでございます。引き続きどうぞよろしくお願い

いたします。

〇矢口委員長 私たちが感じてこうして欲しいという思いと執行部の皆様方の向い

ている方向は一緒だったなっていうことで、今日お話させていただいて良かったと思

います。

〇鈴木委員 すぐにできそうなことかなと思うことが１点あります。天理市のホーム

ページを開いてもらえば分かりますが、トップページの５段目ぐらいに「ホットステ

ーション」と大きく出てくるんです。相談専用窓口は土浦市にもあるから、こういう

大きい広告を１つ、市のホームページに目立つようにしただけで大分違うと思います。

土浦でも同じようなことはできているはずですが、こういう窓口が表示されていれば、
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学校現場に直接よりもそちらにかけるかもしれない。ただ、先生たちの体質として自

分たちの学校に最初に来てくれないでほかに行かれると嫌だという感覚が現場の先

生たちが持っていた場合は検討をしないといけないので、指導課を交えていろいろ相

談をして欲しいと思いますが、天理のホームページを見たら、すぐにここは子供たち

の悩み相談などに行政が一番に取り組んでいるということがすぐに分かるホームペ

ージになっています。

〇矢口委員長 それ以外に委員の皆さんから何かございますか。

（「ございません」という声あり）

〇矢口委員長 それでは、以上で教育委員会は終了いたします。暫時休憩します。

（午前１１時休憩）

（午前１１時７分再開）

〇矢口委員長 再開いたします。つづきまして、保健福祉部の案件について、協議を

行います。資料は保健福祉部をお願いいたします。早速、議案関係に入ります。まず

令和６年度土浦市一般会計補正予算（第６回）（案）（令和６年度土浦市住民税非課

税世帯に対する給付金事業）について、執行部より説明説明願います。

〇坂本社会福祉課長 資料の①をお願いいたします。住民税非課税世帯に対する給付

金事業になります。１の補正理由としまして、今回補正の給付事業は、令和６年度に

おいて世帯全員が住民税非課税の世帯に対しまして１世帯当たり３万円を給付する

ものと、その世帯にいる１８歳以下の子供１人当たり２万円を支給する事業の事業費

と事務費の増額補正をお願いするものでございます。事業概要としまして申請受付期

間が２月下旬から５月３１日まで、対象世帯数は非課税世帯の３万円支給が１万８，

０００世帯、子供への２万円支給が２，０００人を予定しております。補助率は、国

庫補助の１０分の１０となります。補正予算額が歳入としまして６億７１７万６，０

００円、歳出が歳入と同額のとなっております。

〇矢口委員長 ただ今の件につきまして、委員の皆様から御質問等ございますか。

〇勝田委員 この非課税世帯というのは、生活保護世帯も対象になりますか。

〇坂本社会福祉課長 保護世帯も対象となります。

〇勝田委員 その支給によって生活保護の給付金が減額されるということはありま

すか。それはないでしょうか。

〇坂本社会福祉課長 この場合は減額されません。

〇矢口委員長 ほかにはいかがでしょうか。

〇鈴木委員 歳入のほうで、介護給付費準備基金の繰入れで、今回補正を行っていま

すが、この基金繰入れをした後の基金はどのぐらい残っているのでしょうか。あと何

年ぐらい持つのかという心配の上での質問です。
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〇刈山高齢福祉課長 介護保険の取崩しの現在の残高でございますが、５億８，３０

０万ほどございます。今回歳入で見ております繰入金につきましては、今回は介護保

険につきましては翌年度精算ということがございまして、この地域支援事業につきま

しては本来であれば、国のルール分としまして、国の負担が２０％、プラス調整交付

金の部分と、県が１２.５％、市の持出しは１２.５％、その他は６４歳までの２号被

保険者が２７％、残りが６５歳以上の保険料という計算になります。ただ、この時期

が今回１月ということでございまして、国のほうで変更の交付申請というのが今年度

はございませんでして、当初申請の金額がこの後３月議会で補正させていただくので

すが、そのまま決定額。そして、翌年度の毎年９月にさせていただいているのですが、

そこできちんと精算をしまして、そのルール分の割合に応じて地域支援事業分を入れ

て、その時に基金の繰入れが多かった場合は戻すというような形でやってございます。

今年度の計画につきましては、３年間で３億を取り崩すというような第９次の計画を

立ててございます。残りとしましては、今は５億８，０００万ですので、その計画を

立てた段階では６億ぐらいございましたので、３億程度は残していくという形で考え

ております。

〇鈴木委員 そうすると、今後この逆のケースで、基金を使わないで済むような年度

は想定はできないですよね。介護保険の現状を見たときに。

〇刈山高齢福祉課長 基金につきましては、以前は確かに積む方ばかりだったのです

が、近年は取崩しも行っております。今後につきましては、基金の取崩しをしないで

済むということになりますと、保険料を上げていくという形になってしまいます。ま

た、国の考え方も基金については、ある程度残さないと急に必要なときに使えません

ので、それを見込んだ以外については、現況の３年間の保険料のほうに、皆さんに還

元していきなさいという指導もございますので、何億程度かは今のところはっきり分

かりませんが、一定額を残しつつ計画の中で基金を繰り入れる計画をして、保険料を

下げていく、押さえるというようなことをやっていかなければならないと考えており

ます。

〇矢口委員長 ほかにはいかがですか。

（「ございません」という声あり）

〇矢口委員長 ないようですので、次にまいります。令和６年度土浦市介護保険特別

会計補正予算（第３回）（案）（地域支援事業費）について、執行部より説明願いま

す。

〇刈山高齢福祉課長 資料２をお願いいたします。令和６年度土浦市介護保険特別会

計補正予算（第３回）（案）について、地域支援事業費でございます。１番の補正の

理由につきましては、要支援認定者等が利用できる介護予防・日常生活支援総合支援
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事業のサービスについて、利用者の自己負担額を除いた部分は介護保険から給付する

ことになりますが、近年の要支援認定者等の増に伴う給付費の増加により、令和７年

３月以降予算不足が生じる見込みであるため、増額補正をお願いするものでございま

す。２番の事業概要につきましては、地域支援事業費の項目で支出しているもので、

３つの事業に分かれてございます。表の左から介護予防・生活支援サービス事業、こ

ちらにつきましては、要支援認定者が介護予防・日常生活支援総合事業を利用した際

の介護保険からの給付でございます。真ん中にあります介護予防・ケアマネジメント

事業は、要支援認定者が介護予防・日常生活支援総合事業を利用するための計画策定、

いわゆるケアマネが作っておりますマネジメント計画に対する介護保険からの給付

でございます。左側の申請審査支払手数料は、国民健康保険団体連合会に委託してい

る介護報酬の審査に掛かる手数料で、表の一番下がそれぞれの補正予算額でございま

す。３番の補正予算額につきましては、歳入歳出同額の２，９９８万円でございます。

歳入につきましては、鈴木委員から御質問がありましたように、今回はルール分では

なく、いわゆる介護給付費準備基金繰入金により一旦補塡をさせていただきます。翌

年度精算ということになりますので、翌年度には先ほどのルール分ということで国の

負担、県の負担、市の負担、６４歳の２号被保険者分のところの６５歳以上の保険料

という形で精算をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。歳出につき

ましては、３款地域支援事業費の介護予防・生活サービス事業、介護予防ケアマネジ

メント審査支払手数料で記載のとおりでございます。

〇矢口委員長 それでは、質問ございますか。

〇福田委員 県の方からは繰入金といいますか、そういう方法はあるのでしょうか。

〇刈山高齢福祉課長 県の持出しということでございますが、通常ルール分としまし

ては、１２.５％が県の持ち分になります。繰り返しになりますが、国は２０％、そ

れに調整交付金が入りますので、大体２３％ぐらいは入ってくるような形になります。

県が１２.５％で、市が１２.５％、残りの部分が４０から６４歳までの方の２号被保

険者の保険料分、こちらが２７％、残りを６５歳以上の保険料分、これは２３％にな

りますが、調整交付金の関係で若干２３％よりも多くなるというようなことになりま

す。

〇矢口委員長 ほかにはございますか。

（「ございません」という声あり）

〇矢口委員長 それでは、次にまいります。その他に入ります。補助金の廃止検討を

提言された事業の対応（土浦市医師会附属准看護学院運営費補助金）について、執行

部より説明願います。

〇佐藤健康増進課長 資料の３番をお願いいたします。本市ではこれまで、准看護師
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を養成する土浦市医師会附属准看護学院の運営に対し補助金を交付してきましたが、

今年度実施されました土浦市補助金等検討委員会からの廃止検討の提言を受け、検討

した結果、今年度をもって当補助金を廃止することといたしましたので、御説明いた

します。１番、事業の概要ですが、補助金の事業名称は土浦市医師会附属准看護学院

補助金、補助額は４０万円になります。２番の事業の検証結果につきましては、３行

目からになりますが、准看護師制度は昭和２６年に当時の看護師不足を補うために開

始されたものです。制度設立後７０年以上が経過いたしまして、現在の養成状況は全

国的にも准看護師ではなく、看護士としての養成する数が９割を占め、当学院の入学

者数も定員割れなどの減少傾向にあると聞いております。特定の機関への補助金であ

ることや、直近３年間の卒業生の当市医療機関等への就業率がおよそ２割程度である

などの状況にあります。以上の理由から令和６年度末をもちまして、本補助金を廃止

といたします。廃止の旨につきましては、医師会事務局の方へお伝えしておりまして、

来月２月に開催されます医師会理事会におきまして医師の先生方への御説明をいた

だくこととなっております。

〇矢口委員長 ただ今の説明に関しまして質問等ございますか。

〇勝田委員 検証結果を拝見しますと、今、看護士さんが増えてきて、学院の入学者

も定員割れの現状ということになると、本来運営がかなり厳しいのかなというふうに

推察をいたします。先方の運営状況がもし厳しいのであれば、市からの補助も削ると

更に厳しくなるのではないかなというふうに推察しますが、その辺りの目的を果たし

たということはどういったことなのでしょうか。廃止理由の中に特定の医療機関の補

助金であるということ及び設立当初からの目的は果たしましたよということで御説

明されていると思いますが、この目的を果たしたというところをもう少し詳しく教え

てください。

〇佐藤健康増進課長 目的を果たしたというところですが、先ほども准看護師制度の

点で大分昔と比べまして、医療現場での准看護師の資格を持った方の需要というのが

大きく減っているという状況などから考えまして、補助金自体の目的がもう既に終了

しているという内容になっています。補助金検討委員会の委員の方からもそういった

御意見をいただいているところです。

〇勝田委員 私は准看護学校側からの御意見を聞いてないので、何とも言えないので

すが、意義がある事業として今まで行っていますし、今もやっていらっしゃるわけで

しょうから、その医療現場の実際の声が私は分からないので、どちらかというと役目

を果たしつつあるものなのかどうかも分かりません。今の段階では。なぜかというと、

そちらの現場の声を聞いていないからです。しかし、市が判断されたということは、

そういったこともあるのかなとは推察はするのですが、是非先方様のほうにも御理解
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いただけるようにお伝えいただいてということを一言だけ言わせていただきます。

〇矢口委員長 以上で提出された資料の説明は終了しました。それでは、そのほか何

か執行部からございますか。

（「ございません」という声あり）

〇矢口委員長 委員の皆様からはございますか。

（「ございません」という声あり）

〇矢口委員長 ないようですので、以上で保健福祉部は終了します。

（執行部入替え）

〇矢口委員長 つづきまして、こども未来部の案件について，協議を行います。資料

は、こども未来部をお願いします。早速、その他に入ります。霞ケ岡保育所に係る民

間活力導入事業の進捗状況について、執行部より説明願います。

〇中川こども政策課長 霞ケ岡保育所に係る民間活力導入事業の進捗状況について、

御説明させていただきます。霞ケ岡保育所の移管先である祥風会による新園舎整備の

進捗状況につきましては、２６日に保護者会が開催されますことから、事前に皆様に

はお電話での御説明となりましたが、改めてこの場で御説明させていただきたいと思

います。これまでの入札の経緯を簡単に御説明いたしますと、昨年の７月１１日に１

回目の入札が実施されましたが、入札者なしのため不調となりました。これを受けま

して再入札に当たり、設計等を見直した上で、改めて入札を実施したいという祥風会

からの申出がありましたので、協議の上、遅くとも令和７年７月には新園舎を完成す

ることといたしております。その後、２回目の入札を１０月３１日に設計の一部を変

更するなど条件を変更し、入札を行いました。その時には１社の入札がありましたが、

金額が折り合わず落札できませんでした。さらに、１１月２１日に再入札を実施しま

したが、こちらは応札者がありませんでした。その後、国が定める社会福祉法人にお

ける入札計契約等の取扱により、再入札でも落札者がない場合は、予定価格内での随

意契約に切り替えることができるとなっておりますことから、ここで建設業者に直接

声を掛けましたが、契約には至っておりませんでした。これを受けまして、市と祥風

会で協議を行った結果、資料の２番の今後の計画にありますように、今回の工事に係

る補助金は令和６年度の国庫補助金の決定を受けておりましたので、これを取り下げ

まして、改めて７年度の国庫補助金を申請することとし、県に対して協議申請書を提

出したところでございます。この間、祥風会は改めて設計や設定金額を見直しまして、

２月に入札公告を出しまして、３月２０日頃に入札を行う予定となっております。契

約日につきましては、４月当初の国の補助金が内示が出た後になります。保育事業に

つきましては、４月１日に予定どおりに移管できるように現在進めております。１月

から３月にかけまして、霞ケ岡保育所にて祥風会の保育所による引継ぎ保育を実施し
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ております。また、保育所の名称につきましても、千鳥ケ丘保育園ということで決定

しております。資料の３番になります。新園舎完成までの対応となりますが、既存園

舎を有償で貸し付ける予定となっております。契約期間は、令和７年４月１日から令

和８年３月３１日までの年単位１年間となります。また、既存園舎の貸付けに伴いま

して、市が当保育所を新設した際に、国から受けた補助金の一部を返還することとな

っているため、この相当額を祥風会から市に支払っていただくこととなっております。

最後に、先日実施されました祥風会による保護者説明会での様子を少しお話しさせて

いただきたいと思います。飛羽ノ園を会場に、現在、霞ケ岡保育所に登園していて４

月以降もこの新しい千鳥ケ丘保育園を希望している保護者の２１組３１名が出席し

ておりました。現在、園児の申込人数は、５９名だそうです。祥風会から説明の内容

は、新園舎建設が遅れていることの謝罪と今後のスケジュール、それから、保育園と

クラスの名称、職員配置状況、各種料金など、保育所事業に係る決定事項を説明して

おりました。その後、保護者からの質問を受けておりまして、保護者からの質問につ

いては、新園舎は園舎の設計変更により安全面の確認が取れているのか。それから、

大きく変更した部分はどういうところなのかというような質問が出ておりました。ま

た、保育面での質問では、加配の保育士について、料金について追加になるものはあ

るのか。それから、保護者会が現在ありますが、それが継続するのかどうかというよ

うな保育に対しての詳細な質問が出ておりました。最後に、今後も霞ケ岡保育所、そ

れから、保育課と調整しながら４月の開園まで準備をしていきたいという旨の説明が

ございました。市としましても新園舎建設や事業運営移管につきまして、祥風会に対

しまして予定どおりに進行するよう働きかけをしてまいりますので、御理解いただき

ますようお願いいたします。

〇矢口委員長 ただ今の件について、質問等ございますか。

〇鈴木委員 いくつかあるのですが、まず、祥風会に決まったのはプロポで決まりま

したよね。そうすると、プロポで決まった時の契約の条件で、日程的なスケジュール

がずれてしまっている部分は大丈夫なのかということをまず確認したいです。

〇中川こども政策課長 最初に提示していただいた計画書というのは、４月に新園舎

を建てますというようなスケジュールを出していただいております。ただ、こちらの

協定書の中には、移管に関する申合せ事項というところがありまして、施設整備にお

いても事業計画書及びプレゼンテーションの時の提案内容に基づいて、利用者の視点

に立った整備を努めることという条項がございます。そのスケジュールが遅れている

今の状況、もちろん祥風会が入札が取れてないというところがありますが、これが何

もしていない、何も状況を進めていないというわけではなく、あくまでも入札が取れ

るように金額設定を直したり、価格が祥風会が予定している金額に折り合うように設
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計を変更したり、何度も入札を行っているという状況から、すぐにこちらが協定書の

計画どおりではないということではないと考えております。

〇鈴木委員 プロポで落札できなかった業者が何社かあると思いますが、その業者か

ら役所にクレーム等は入ってないですか。

〇中川こども政策課長 今のところはそういった問合せ等はございません。

〇鈴木委員 いずれにしても、早く千鳥ケ丘保育園が開園していただくことが大事な

ので、工期の問題、人手不足、資材の高騰などがあって不調でしたが、なるべくこの

２月、３月で業者を決めていただいて、ここにある予定がもう最後だと思います。こ

れ以上ずらされてしまうと、本当にプロポをしたところ、選んだところの根幹が崩れ

てしまうので、なるべくもうこれが最後だよぐらいのつもりでやっていただきたいと

いうことを祥風会さんのほうにはお伝えいただいて、なるべくこのスケジュールでま

とめて欲しいということをお願いいたします。

〇中川こども政策課長 祥風会にはなるべく７年度内に卒園するお子さんが１日で

も多く新しい園舎で過ごせることができるようにということでお願いをしておりま

す。先ほども少しお話させていただきましたが、７年度の補助金申請となりましたこ

とで、４月からの契約、着工ということになりますので、それまでに十分、価格や設

計を見直していただいて、必ず予定どおりに入札があるようにということでお願いを

しておりますが、再度、何度となくお願いして進めていけるようにしていきたいと思

います。

〇田中副委員長 今度で３回目ということですが、１回目、２回目をやって、１回目

はどこもいなかったと。２回目でどれぐらい金額で下がったかっていう。１回目と２

回目、また、今回３回目で金額は変えずに大きさを変えているのか。金額を上げてい

るのかということを聞きたいのですが。３回目も駄目だとは本当にできないと思うの

で、市のほうからも指示しているのか。元々プロポーザルで取った時に予定額みたい

なものも記載があったと思いますが、それと折り合っていないのかということを教え

てください。

〇中川こども政策課長 おっしゃるとおり、プロポで最初に出していただいた予定価

格がありまして、そちらから第１回目の入札を出していただいていると思います。最

初に出していただいたプロポの時期からもう１年以上経っているものですから、価格

高騰の中収まらなかったというのが事実だと思います。その後、少し設計を変更して

見直していた時に、その上昇分をあまり見ないで入札をかけていたのが第２回目だっ

たようです。それはあり得ないだろうというお話もさせていただいて、この御時世で

そのままの金額で設計を変更したまま行くということが、もうその設計変更をしてい

る期間でも１.５倍、２倍と上がってしまうので、設計を見直すだけではなく、予定
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価格も２倍、３倍ぐらいに上げるつもりの感覚でいかないと次は入らないのではない

かという話は祥風会、設計会社にも直接こちらに来ていただきましたので、その話は

お話をさせていただいて、次はないということもお話をさせていただいております。

〇矢口委員長 ほかにはいかがですか。

（「ございません」という声あり）

〇矢口委員長 本当に保護者の方々、入園を希望されてるお子さん方に大きく関わっ

てくることなので、よろしくお願いしたいと思います。つづいて、資料がもう１つあ

ります。

〇野中保育課長 議案では出していなかったのですが、資料の②－１をお願いいたし

ます。認可外保育施設「オレンジ保育室」への改善勧告の発出につきまして、御報告

させていただきます。市内の認可外保育施設「オレンジ保育室」につきましては、施

設に対する指導、監督基準を満たしているかの立入調査を行い、多くの改善事項があ

り、報告書の提出を求めておりましたが、再三改善指導を行ったにもかかわらず、一

向に改善する意思が見られないため、市では令和６年１２月２３日付けで改善勧告を

発出しております。１番の対象施設ですが、オレンジ保育室、所在は土浦市の大手町

５番２３号になります。本市では、児童福祉法第５９条、第１項の規定により認可外

保育施設に対する報告の徴収及び立入調査等を、法５９条、第３項の規定により改善

勧告までを茨城県より権限の委譲を受けてございます。２番の本市のこれまでの指導

経過ですが、令和６年６月２０日の午後８時から県の子ども未来課と市による合同の

立入調査を行っております。令和６年７月２９日に立入検査による施設指導実施結果

報告書を送付しまして、令和６年８月２３日までに指導事項に対する是正改善状況報

告書の提出を求めております。令和６年１０月４日の午後８時から、報告書がまだ未

提出だったため、茨城県と合同で事前連絡なしの合同訪問を行っております。令和６

年１０月３１日の午後８時過ぎになりますが、報告書が未提出のため、事前連絡なし

の市単独になりますが、訪問を行っております。令和６年の１２月１３日、こちらは

午後８時３０分過ぎになりますが、報告書が未提出だったため、市単独で事前連絡な

しの訪問を行いまして、その時になりますが、無資格者の女性職員１名で未就学児３

名を見ていたということで基準違反がありまして、３番の改善の発出についてになり

ますが、１２月１３日の立入調査の結果、無資格者の女性職員１名で未就学児３名を

見ており、指導監督基準を満たしておらず、改善指導を繰り返し行っているにもかか

わらず改善の見通しがなかったため、法第５９条、第３項及び実施要項第５条、第２

項の規定によりまして、令和６年１２月２３日付けで回答期限は令和７年１月２３日

までということで改善勧告を発出しております。改善勧告の内容につきましては、こ

ちらの２ページを御覧いただければと思います。内容のほうでは５点ありまして、１
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点目は保育に従事する者の数及び資格で、主たる開所時間である１１時間に対して保

育士、看護師の人数が定まっています。また、保育に従事する者のおおむね３分の１

以上は保育士又は看護士の資格を有するものであることという基準を、無資格者１名

で未就学児３名を保育している日があったということで、基準を満たしていませんで

した。２点目は安全計画を策定し、当該安全計画に従い、児童の安全確保に配慮した

保育の実施を行うこと。また、職員に対し安全計画について周知するとともに、安全

計画に定める研修及び訓練を定期的に実施することとありますが、安全計画自体は策

定しておりません。３点目は利用者と利用契約が成立したときは、その利用者に対し

契約内容を記載した書面等を交付すること。こちらのほうも書面等の交付はされてい

ない状況でございました。４点目は職員に対する帳簿等の整備がされていないので、

早急に整備すること。労働者名簿、賃金台帳、資格証明書の提出を求めましたが、ま

だ提出がされていない状況でございました。最後に５点目ですが、保育している児童

の状況を明らかにする帳簿等が整備されていないので、早急に整備すること。こちら

も児童票、利用記録等の提出を求めましたが、提出の方がなく確認できませんでした。

１ページにまた戻っていただきまして、４番の今後についてになりますが、報告期限

までに改善報告書が提出されなかったため、茨城県が法第５９条、第４項の規定によ

りまして令和７年１月２４日に説明をホームページ等で公表してございます。こちら

の公表の内容につきましては、別添資料になりますが、②－２になります。こちらは、

先日メールで御報告させていただいております。こちらの県の公表を受けまして、別

添資料の②－３になりますが、こちらの新聞記事を掲載させていただいております。

こちらは４社が記事を出しております。今後につきましては、オレンジ保育室の管理

者に弁明の機会が与えられますが、改善が図られない場合は、法第５９条、第５項の

規定により茨城県社会福祉審議会の意見を聴いて、事業の停止又は施設の閉鎖を命令

されることになりますが、昨日の午後４時半過ぎに施設長が来まして、ある程度提出

されてない資料をお持ちいただいております。現在、資料の漏れがあるかどうかとい

うことで内容を精査しておりまして、こちらにつきましては茨城県と情報共有をして

いこうと思っております。弁明の機会や施設の閉鎖等につきましては、今、茨城県と

協議している状況でございます。ただ、子供の安全が一番大切ですので、現在、施設

に対して保育に従事する者の数及び資格の基準を満たしていない時間体につきまし

ては、児童を受け入れないように強く指導してございます。

〇矢口委員長 ただ今の説明ですが、委員の皆さんから御質問、御意見をいただく前

に説明いただきたいのが、認可外保育施設に対する県と市の役割、資料の１番のとこ

ろで触れられていますが、もう少し具体的にお話いただければと思います。

〇野中保育課長 認可外保育施設につきましては、こちらは都道府県の事務でござい
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まして、まず県のほうで届出を受けまして、それから事業開始になります。市としま

しては、立入調査や、文書指導、文書指導などに従わない場合には、改善勧告までが

市のほうで実施する事業になります。その後の行政処分や、施設名の公表、施設の事

業停止、施設の閉鎖等は県の業務になります。

〇矢口委員長 委員の皆様から質問等いただきたいと思います。

〇平岡委員 今、このオレンジ保育室には何人ぐらいのお子さんが預けられているの

でしょうか。また、もしこれが閉所になってしまったときには、そのお子さんたちは

どうすればいいのかなという。その点について、お願いします。

〇野中保育課長 書類の提出を求めておりまして、その子供の状況等も確認したいの

ですが、まだ提出等がなかったために、なかなかチェックはできておりません。いる

職員に聞きますと、大体常時５人ぐらいの未就学児の方がいらっしゃるということで、

年齢になりますが、大体１歳以上だというお話はお聞きしております。今回提出して

いただいた資料の詳細を確認しているのですが、そこで突き合わせをしながら、人数、

有資格者がいるのかも確認中でございます。あと、もしこちらのほうが事業の停止、

施設の閉鎖などになった場合になりますが、もう１つ「まほろば」という施設があり

まして、そちらのほうで預かることができるのかというのがありますが、そこの施設

もオレンジ保育室が大分料金を低くしていたために、かなり苦しい状況になっており

ます。

〇矢口委員長 ほかにはいかがですか。

○鈴木委員 この経営者の方は、御自分では保育士の免許等は持っていないのですか。

〇野中保育課長 確認しましたが、持っておりません。

〇鈴木委員 そうすると、未就学児が預かってもらってる時間体は深夜なんですか。

〇野中保育課長 大体こちらの施設になりますが、午後８時から翌日の朝の４時まで

が預かり時間になってございます。

〇福田委員 この保育所は、ほかにも事業をやっているのですか。

〇野中保育課長 ここだけでございます。

〇矢口委員長 ほかにはいかがですか。お話の中にあった「まほろば」さん以外に、

深夜に受け入れてくれるところはないということでしたよね。

〇野中保育課長 そのほかにも「ひよこクラブ」というところがあったのですが、実

際、利用定員がかなり少なくなっておりまして、そちらのほうは廃止届を昨年に出し

ております。現在残っているのは、「まほろば」のみでございます。「まほろば」と

「オレンジ保育室」のみです。

〇鈴木委員 料金がほかよりも安いということでしたが、どのぐらいの料金なんです

か。
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〇野中保育課長 それも確認しようと思いまして、書類などを出してくださいという

ことを再三伝えておりましたが、出してくれないものもありまして、その料金がかな

り安いというのは「まほろば」の経営者の方に話を聞きましたが、料金は確認できま

せんでした。

〇勝田委員 オレンジに対する質問ではないのですが、土浦という町は実際の状況か

らすると、夜にお勤めの方がいらっしゃいます。そういった方には市内の方もいれば、

市外の方もいらっしゃると思います。そういった方々のお子さんをお預かりするに当

たって、公的な補助とかそういった制度はあるのですか。

〇野中保育課長 北海道にはそういった補助を出している自治体がありまして、条例

等を制定している状況です。うちのほうとしましては、２４時間預かるような施設が

あったので、そちらの方ほうにお願いした経緯もあるのですが、そういった施設も減

ってきていますので、その辺はまた検討する必要があると考えております。

〇勝田委員 本件とずれてしまうかもしれないですが、お困りの方に手を差し伸べて、

子供は特に以前困った事態もありましたので、そういうことがないように、行政とし

てもし温かい手を差し伸べられれば。是非、御検討いただければと思います。意見で

す。

〇矢口委員長 ほかはいかがですか。

〇田中副委員長 方向性として、オレンジ保育室はそのまま改善してやっていけるの

か。それとも、廃園になってしまうのか。どのような状況なんでしょうか。

〇野中保育課長 今回、うちのほうで一番改善勧告を出させていただいたのは、無資

格者の単独で未就学児を預かっていたということです。こちらのほうを県でも重要視

しておりまして、今回提出していただいた書類で確認はしておりますが、勤務の状況

を県と協議してるのですが、そちらを確認して、資格者がいて確実に、安全に子供を

預かることができれば継続ということもあると思います。実際につくば市のほうなの

ですが、改善勧告を出されて、その後現場の立入検査を行った時に、きちんと職員が

そろっているということで、そのまま継続したことはございます。

〇矢口委員長 ほかはいかがですか。

（「ございません」という声あり）

〇矢口委員長 社会でどうしても必要な部分でもあるでしょうから、引き続き御指導

をよろしくお願いいたします。委員の皆様からほかの件でございますか。

（「ございません」という声あり）

〇矢口委員長 それでは、以上で文教厚生委員会を閉会いたします。


